
 

 

令和８年度知財活用弁理士等派遣事業実施要領 

 

 

                        令 和 ８ 年 ４ 月 ８ 日 制 定 

                                                一般社団法人青森県発明協会 

 

（目的） 

第１ 令和８年度知財活用弁理士等派遣事業（以下「事業」という。）は、県内中小

企業や教育機関等の知財に関する多様なニーズに適切かつ迅速に対応し、もって

知的財産の普及啓発を推進することを目的とする。 

 

（対象者） 

第２ 事業の対象となる事業者等は、次のいずれかに該当するものとする。 

（１）県内に所在する中小企業 

（２）県内に所在する各種団体 

（３）県内に所在する教育機関及び試験研究機関 

（４）県内に所在し、少年少女の創造性育成を図る活動を行う団体 

（５）その他一般社団法人青森県発明協会会長（以下「会長」という。）が認める 

上記に準ずる事業者等 

 

（事業の実施方法） 

第３ 事業の実施を希望する事業者等は、知財活用弁理士等派遣申込書（別紙様式）

を会長に提出する。 

２ 会長は、前項の申込があったときは、当該申込をした事業者等に対してヒアリ

ングを実施することができる。 

３ 会長は、事業者等に対する支援の内容に応じて、弁理士等を選定の上、所定の 

 期日及び場所に派遣するものとする。 

４ 派遣日は、土日祝日年末年始を除く。また、１件当たりの派遣時間は３時間/

日以内とする。 

 

（事業の内容） 

第４ 本事業の内容は、次のとおりとする。 

（１）知的財産に関する課題解決支援 

（２）知財教育及び発想力育成教育 

（３）その他、知的財産の普及啓発に寄与すると会長が認める取組 

 

（事業開催に係る経費） 

第５ 事業開催に係る弁理士等の謝金及び交通費、一般社団法人青森県発明協会職

員の交通費、材料費は、一般社団法人青森県発明協会が負担するものとする。 

 

 



 

令和８年度知財活用弁理士等派遣申込書 

 

                            

令和  年  月  日 

 

 一般社団法人青森県発明協会 会長  殿 

 

 

〒 

【申込者】住所 

名称 

氏名 

 

 

 このことについて、次のとおり申込みします。 

※ 希望日時については、講師との日程調整により、変更となる場合がありますので、御了承ください。 

※ 内容については、希望する支援の内容、参加者の概要や参加予定人数を記載してください。 

派遣内容が決まりましたら御連絡します。 

希望日時 

①  令和  年  月  日（ ）  時  分～  時  分 

②  令和  年  月  日（ ）   時  分～  時  分 

③  令和  年  月  日（ ）   時  分～  時  分 

実施場所 

（住 所） 

 

 

内  容 

 

 

講師への希望等 
 

 

担当者連絡先 

 

所属 

氏名 

電話 

E-mail 



 

 


